
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年１月14日

【四半期会計期間】 第20期第３四半期（自　平成27年９月１日　至　平成27年11月30日）

【会社名】 株式会社スーパーバリュー

【英訳名】 ＳＵＰＥＲ　ＶＡＬＵＥ　ＣＯ.,　ＬＴＤ.

【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長　　岸　本　七　朗

【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市愛宕三丁目１番40号

【電話番号】 048-778-3222㈹

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理統括　　中　谷　圭　一

【最寄りの連絡場所】 埼玉県上尾市愛宕三丁目１番40号

【電話番号】 048-778-3222㈹

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理統括　　中　谷　圭　一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

株式会社スーパーバリュー(E03523)

四半期報告書

 1/12



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第19期

第３四半期
累計期間

第20期
第３四半期
累計期間

第19期

会計期間
自　平成26年３月１日
至　平成26年11月30日

自　平成27年３月１日
至　平成27年11月30日

自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日

売上高 （千円） 44,452,048 50,032,767 60,274,834

経常利益 （千円） 139,166 221,098 520,160

四半期（当期）純利益 （千円） 83,618 120,955 269,816

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 373,670 374,011 373,670

発行済株式総数 （千株） 2,110 2,111 2,110

純資産額 （千円） 4,939,238 5,296,526 5,125,373

総資産額 （千円） 22,148,557 23,697,004 22,534,794

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 39.62 57.31 127.86

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 38.00 54.97 122.64

１株当たり配当額 （円） － － 33.00

自己資本比率 （％） 22.3 22.3 22.7

 

回次
第19期

第３四半期
会計期間

第20期
第３四半期
会計期間

会計期間
自　平成26年９月１日
至　平成26年11月30日

自　平成27年９月１日
至　平成27年11月30日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
（円） △7.92 17.91

（注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　２ 持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。なお、本書提出日（平成28年１月14日）現在、埼玉県に15店舗（春日部大場店・平成27年４月10日

及び上尾小泉店・平成27年７月１日新規出店）、東京都に11店舗（福生店・平成27年３月４日及び八王子高尾店・平

成27年10月７日新規出店）、千葉県に１店舗の合計27店舗を展開しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の分析

当第３四半期累計期間（平成27年３月１日から平成27年11月30日まで）におけるわが国経済は、企業収益の向上

及び雇用情勢・所得環境に改善が見られるなど、緩やかな回復基調で推移しましたが、物価上昇などにより個人消

費の回復に足踏みが見られるほか、中国を中心とした新興国経済の成長鈍化による景気の下振れも懸念され、先行

き不透明な状況で推移いたしました。

当社の所属する小売業界におきましては、円安に伴う原材料価格の高騰や、労働需給逼迫による人件費の上昇な

ど収益の圧迫が懸念される中、業態を超えた店舗間の競争は一段と激しさを増し、依然として厳しい経営環境が続

いております。

このような環境の中、当社では、シェア拡大をテーマとし、生鮮食品を中心に「できたて」「作りたて」「おい

しい」にこだわった品質の高い商品を可能な限り安価で提供するなど、お客様から圧倒的に支持される店舗づくり

に取り組んだ結果、客数が順調に回復し、既存店売上高は前年同期比105.2％となりました。また、利益面では、

シェア拡大を目指し、お客様にご満足いただける価格設定を推進したため、売上総利益率は前年同期を0.3ポイン

ト下回る20.7％となりましたが、売上高の拡大により、売上総利益は前年同期比111.1％を確保いたしました。

経費面では、本年４月入社の新卒社員29名及び新店開店による人件費の増加、新店に係る開店一時経費１億円の

発生などにより、販売費及び一般管理費は前年同期比110.1％と増加いたしました。

店舗展開におきましては、新規出店として平成27年３月４日に福生店（東京都福生市）、平成27年４月10日に春

日部大場店（埼玉県春日部市）の食品スーパー２店舗と平成27年10月７日に４年ぶりの食品スーパー・ホームセン

ター複合大型店舗の出店となる八王子高尾店（東京都八王子市）を出店したほか、平成27年７月１日に食品スー

パーの上尾小泉店（埼玉県上尾市）を居抜き出店し、当第３四半期会計期間末の店舗数は27店舗となりました。

以上の結果、売上高は500億32百万円（前年同期比12.6％増）、営業利益は１億36百万円（前年同期比139.0％

増）、経常利益は２億21百万円（前年同期比58.9％増）、四半期純利益は１億20百万円（前年同期比44.7％増）と

なりました。
 

（２）財政状態の分析

　当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ11億62百万円増加（5.2％）し、236億97百万円

となりました。この主な要因は、現金及び預金の減少、たな卸資産の増加及び新規出店店舗等に係る有形固定資産

の増加によるものであります。

　負債は、前事業年度末に比べ９億91百万円増加（5.7％）し、184億円となりました。この主な要因は、支払手形

及び買掛金、未払金の減少、借入金の純増額によるものであります。

　純資産は、前事業年度末に比べ１億71百万円増加（3.3％）し、52億96百万円となりました。この主な要因は、

四半期純利益の１億20百万円及び第19期期末配当金の69百万円並びに「退職給付に関する会計基準」及び「退職給

付に関する会計基準の適用指針」の当事業年度よりの適用による期首の利益剰余金の調整額１億19百万円によるも

のであります。
 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。
 

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。
 

（５）従業員数

　当第３四半期累計期間において、当社の従業員数（正社員数）は前事業年度末と比べ30名増加し、558名となり

ました。これは主に新卒採用等による純増であります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 7,200,000

計 7,200,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成27年11月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成28年１月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,111,100 2,111,100

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 2,111,100 2,111,100 － －

（注）提出日現在の発行数には、平成28年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成27年９月１日～

平成27年11月30日
400 2,111,100 227 374,011 227 282,873

（注）新株予約権の行使による増加であります。

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成27年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成27年11月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　　　　200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　　2,110,100 21,101 －

単元未満株式 普通株式　　　　　　400 － －

発行済株式総数 2,110,700 － －

総株主の議決権 － 21,101 －

 

②【自己株式等】

平成27年11月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

株式会社スーパーバリュー
埼玉県上尾市愛宕

三丁目１番40号
200 － 200 0.01

計 － 200 － 200 0.01

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成27年９月１日から平成27

年11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成27年３月１日から平成27年11月30日まで）に係る四半期財務諸表

について、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について
　四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団

の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準 0.3％

売上高基準 0.1％

利益基準 4.9％

利益剰余金基準 △0.2％
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当第３四半期会計期間
(平成27年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,152,812 1,283,372

売掛金 302,338 416,223

商品 2,779,886 3,387,430

貯蔵品 9,468 8,813

その他 656,480 1,051,724

流動資産合計 7,900,987 6,147,564

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,458,875 5,871,958

土地 5,392,067 5,392,067

その他（純額） 2,343,179 1,518,882

有形固定資産合計 10,194,122 12,782,908

無形固定資産 54,153 50,647

投資その他の資産   

差入保証金 3,713,762 3,812,496

前払年金費用 52,298 192,896

その他 619,470 710,491

投資その他の資産合計 4,385,530 4,715,884

固定資産合計 14,633,807 17,549,440

資産合計 22,534,794 23,697,004

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,215,375 5,680,411

短期借入金 4,268,822 3,174,768

未払法人税等 20,639 95,075

賞与引当金 218,200 127,270

ポイント引当金 155,975 275,318

その他 1,737,687 1,674,633

流動負債合計 13,616,700 11,027,477

固定負債   

長期借入金 2,569,688 5,772,602

資産除去債務 306,583 532,364

退職給付引当金 189,792 153,484

その他 726,656 914,550

固定負債合計 3,792,720 7,373,001

負債合計 17,409,420 18,400,478

純資産の部   

株主資本   

資本金 373,670 374,011

資本剰余金 282,532 282,873

利益剰余金 4,460,917 4,631,387

自己株式 △273 △273

株主資本合計 5,116,846 5,287,998

新株予約権 8,527 8,527

純資産合計 5,125,373 5,296,526

負債純資産合計 22,534,794 23,697,004
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年11月30日)

売上高 44,452,048 50,032,767

売上原価 35,106,534 39,652,020

売上総利益 9,345,513 10,380,747

営業収入 218,607 222,294

営業総利益 9,564,121 10,603,041

販売費及び一般管理費 9,507,060 10,466,649

営業利益 57,060 136,392

営業外収益   

受取利息 21,891 21,197

受取手数料 81,731 82,618

その他 22,889 31,091

営業外収益合計 126,512 134,907

営業外費用   

支払利息 43,875 45,564

その他 531 4,636

営業外費用合計 44,407 50,200

経常利益 139,166 221,098

特別利益   

受取保険金 15,093 -

特別利益合計 15,093 -

税引前四半期純利益 154,260 221,098

法人税、住民税及び事業税 41,281 184,173

法人税等調整額 29,360 △84,030

法人税等合計 70,642 100,143

四半期純利益 83,618 120,955
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針25号　平成27年３月26日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直した結果、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平

均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反

映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四

半期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

　この結果、当第３四半期累計期間の期首の前払年金費用が129,043千円増加、退職給付引当金が55,347千円減

少、繰延税金資産が65,237千円減少し、利益剰余金が119,153千円増加しております。

　なお、当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

（追加情報）

（法人税等の税率の変更等による影響）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布されました。これに伴い、当社では第21期（平成28年３月１日か

ら平成29年２月28日まで）に解消が予定される一時差異に対応する法定実効税率が35.38％から32.83％に、第22

期（平成29年３月１日から平成30年２月28日まで）以降に解消が予定される一時差異に対応する法定実効税率が

32.83％から32.06％にそれぞれ変更されることになりました。

　なお、この税率変更により繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が24,367千円減少し、

法人税等調整額が同額増加しております。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期累計期間

（自 平成26年３月１日
至 平成26年11月30日）

当第３四半期累計期間
（自 平成27年３月１日
至 平成27年11月30日）

減価償却費 435,271千円 507,419千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成26年３月１日　至　平成26年11月30日）

 

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年４月11日

取締役会
普通株式 63,309 30 平成26年２月28日 平成26年５月７日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成27年３月１日　至　平成27年11月30日）

 

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年４月10日

取締役会
普通株式 69,639 33 平成27年２月28日 平成27年５月７日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成26年３月１日　至　平成26年11月30日）
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　当社の事業は、流通販売事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成27年３月１日　至　平成27年11月30日）

　当社の事業は、流通販売事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成26年３月１日
至　平成26年11月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成27年３月１日
至　平成27年11月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 39円62銭 57円31銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 83,618 120,955

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 83,618 120,955

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,110 2,110

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 38円00銭 54円97銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 89 89

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

－ －

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成28年１月６日

株式会社スーパーバリュー

取締役会　御中

 

太陽有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大　　村　　　　　茂　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 岩　　﨑　　　　　剛　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社スー

パーバリューの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの第20期事業年度の第３四半期会計期間(平成27年９月１日

から平成27年11月30日まで)及び第３四半期累計期間（平成27年３月１日から平成27年11月30日まで）に係る四半期財務

諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スーパーバリューの平成27年11月30日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
 
(注) １　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。
２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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